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社会福祉法人 みらい 

 

  



社会福祉法人 みらい 役員退職慰労金規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人 みらい （以下「法人」という。）の理事及び監事（以

（以下「役員」という。）が退任した場合に支給することができる退職慰労金について定

める。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、退任する常勤の役員（以下この規定において「退任役員」という。）

について適用し、非常勤の役員については適用しない。 

 

（退職慰労金の決定） 

第３条 退任役員に支給する退職慰労金は、この規程に基づき算定し、理事会の同意及び評

議員会の議決により決定する 

 

（退職慰労金の算定基準） 

第４条 退任役員に支給する退職慰労金は、次の式に基づいて計算し、１円未満の端数は切

り捨てとする。 

退職慰労金＝最終報酬月額×在任年数×功績倍率 

２ 前項における算定において、最終報酬月額によることが不適当と認められる場合は、在

任期間中の標準報酬月額の内、適当と思われる値を採用し算定することができる。 

 

（在任年数） 

第５条 在任年数は、常勤であった会計年度ごとの１年を単位とし、１年に満たない在任期

間は切り上げし１年とし在任年数に含める。 

 

（功績倍率） 

第６条 退職慰労金の算定基準における功績倍率は、次のとおり定める。 

① 理事長職にある退任役員 

ア 理事長在任年数＝５年以下         ０．１０倍 

イ 理事長在任年数＝６年以上８年以下     ０．５０倍 

ウ 理事長在任年数＝９年以上１０年以下    １．００倍 

エ 理事長在任年数＝１１年以上        １．２５倍 

② 理事長職以外の退任役員 

ア 常勤の役員在任年数＝５以下        ０．１０倍 



イ 常勤の役員在任年数＝６年以上８年以下   ０．４０倍 

ウ 常勤の役員在任年数＝９年以上１０年以下  ０．７５倍 

エ 常勤の役員在任年数＝１１年以上      １．００倍 

 

２ 退任役員が理事長職及び理事長職以外の役員の常勤在任年数を有する場合は、第４条

の計算式に、それぞれの役職の在任年数（１会計年度に複数の常勤役員期間を有する場合

は、上位の役職の１年とする。）、それぞれの役職の最終報酬月額又は第４条第２項の額及

び、それぞれの役職の在任年数における功績倍率を適用し計算した額を合計するものと

する。 

 

（功労加算） 

第７条 法人設立時、役員在任中及びその他の期間に、法人に金品の寄付を行うことにより、

法人に特別に功労があったと認められる退任役員には、その功績の範囲内で、第４条の規

程による退職金に５０％を上限として加算することができる。 

２ 前項の功労加算は、評議員会の決議により行う。 

 

（職員理事の取扱い） 

第８条 この規程により支給する退職慰労金は、職員としての給与を支給している退任役

員に対しては適用せず、正職員就業規則を適用するものとする。 

 

（死亡退職金） 

第９条 役員の退任理由が死亡による場合には、本規程に基づき算出した退職慰労金を、そ

の遺族に支給する。 

 

（支給限度） 

第１０条 第４条、第６条及び第７条の規定による計算額が、２，０００万円を超える場合

であっても、支給できる額は２，０００万円を限度とする。 

 

（特別減額） 

第１１条 第４条、第６条及び第７条の規定による計算額が、前３会計年度の決算や当該年

度及び今後の事業運営の見込みなどに鑑み、法人の今後の事業活動に支障を及ぼす恐れ

があるときには、評議員会の議決により計算額の３分の１の額を限度に退職金の減額を

行うことができる。 

２ 法人に重大な損害を与えた退任役員については、評議員会の決議により相当の減額を

行うことができる。この場合、前項における減額における限度は適用しない。 

３ 退任の理由が定款第２２条第１号による場合は、退職慰労金は支給しないものとする。 



 

（支給時期および支給方法） 

第１２条 退職金は振込により支給するものとし、評議員会の決議後３ヶ月以内に支給す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、退任役員との協議により、支給時期及び支給方法などについ

て別に決めることができる。 

 

（退職金からの控除） 

第１３条 退職金を支給する際は、次のものを控除する。 

① 法令に基づく源泉所得税 

② 法人に対する債務 

 

（規程の改廃） 

第１４条 この規程の改廃は、評議員会の決議による。 

 

附  則 

この規程は、令和７年６月１３日から施行し、第５条については法人設立の日から適用する。 


